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               青森県交通・地域社会部地域交通・連携課長 

                          （ 公 印 省 略 ） 

 

 

「特定地域づくり事業協同組合」の認定証交付式を行います 

 

 

令和２年６月４日に施行された「地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業

の推進に関する法律」に基づき、このたび、県内二例目となる「特定地域づくり事業協同

組合」の認定を行うこととなりました。 

つきましては、下記のとおり認定証交付式を開催しますので、取材方よろしくお願いし

ます。 

 

 

記 

 

 

１ 日  時  令和６年５月２０日（月）１０：００～１０：１０ 

 

２ 場  所  青森県庁西棟８階 889会議室 

 

３ 認定団体  協同組合マルチワーカージョブステーション鰺ヶ沢 

 

４ 内  容  ①認定証交付 

②県交通・地域社会部長挨拶 

③認定団体代表挨拶 

④鰺ヶ沢町企画観光課長挨拶 

⑤記念撮影 

 

 

 

 

報道機関用提供資料（連絡先） 

担当課・ 

担当者名 

地域交通・連携課総務・地域活性化ｸﾞﾙｰプ 

副参事 小玉 直史 

電話

番号 

代 表 (017)734-2111（内線 2721） 

直 通 (017)734-9075 

報 道 監 交通・地域社会部次長 奥田 昌範（内線 2111） 



令和６年５月１６日 

地域交通・連携課 

  

特定地域づくり事業協同組合の認定について 

 

１ 特定地域づくり事業協同組合制度について 

・令和２年６月４日に施行された「地域人口の急減に対処するための特定地域づくり

事業の推進に関する法律」に基づき、地方の農山漁村等における人口の更なる急減

を抑制し、地域の担い手を確保するための新たな枠組みとして創設された制度。 

・県が認定する特定地域づくり事業協同組合が、過疎地域等において季節毎の労働力

需要に応じて地域内の仕事を組み合わせ、複数の事業者にマルチワーカーを派遣す

ることにより、年間を通じた仕事を創出し、安定的な雇用環境を確保しようとする

もの。 

・特定地域づくり事業協同組合は、国の交付金と特別交付税を財源とした市町村補助を

受けることで、事業者から徴収する利用料を抑えつつ、一定水準の給与をマルチワー

カーに支払うことが可能となる。 

市町村が行う特定地域づくり事業協同組合の運営費に対する支援に対して、１/２

の国庫補助、１/４の特別交付税措置あり。補助に要する市町村の実質負担は１/８。 

 

 

・今回認定する「協同組合マルチワーカージョブステーション鰺ヶ沢」は、本県におけ

る認定第２号（※第１号は令和３年５月認定の人材サポートなんぶ協同組合） 

・全国では９８組合が認定されている。（R6.4.1時点） 

 

２ 協同組合マルチワーカージョブステーション鰺ヶ沢について 

（１）設立時期 令和６年４月８日に鰺ヶ沢町で事業協同組合を設立 

（２）代表理事 木村 才樹 氏（(有)白神バイオエネルギー取締役） 

（３）組 合 員 (有)白神バイオエネルギー、(有)風丸農場、(株)SATO FARM、(有)白

神山美水舘、(株)杉澤興業、(株)パル、鰺ヶ沢町観光協会、鰺ヶ沢町社

会福祉協議会 

（４）採用予定人数 ３名程度 

 
 
 



特定地域づくり事業協同組合制度の概要

人口急減地域において
・事業者単位で見ると年間を通じた仕事がない
・安定的な雇用環境、一定の給与水準を確保できない
⇒人口流出の要因、UIJターンの障害

取組内容

地域人口の急減に直面している地域において、農林水産業、商工業等の地域産業の担い手を確保する必要があるが、特定地域づくり事業協同組合が

域内外の若者等を雇用し、就業の機会を提供すること等により、地域づくり人材を育成するとともに地域社会の維持・地域経済の活性化を図る
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事業背景

・地域の仕事を組み合わせて年間を通じた仕事を創出
・組合で職員を雇用し事業者に派遣 （安定的な雇用環境、一定の
給与水準を確保）
⇒地域の担い手を確保

●対 象 人口規模や密度・事業所数等に照らし、人材確保に特に支援が必要な地区として知事が判断 ※過疎地域に限られない
●認定手続 事業協同組合の申請に基づき、都道府県知事が認定（10年更新制）
●特例措置 労働者派遣法に基づく労働者派遣事業（無期雇用職員に限る）を届出で実施可能

※派遣は建設業等を除く（建設業は在籍型出向が可能）
●そ  の  他 法施行後５年（令和７年６月）の見直し規定あり

特定地域づくり事業協同組合 都道府県
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※このほか、設立支援に対する特別交付税措置あり

【組合運営費への財政措置】 ½市町村助成

利用 料金人材 派遣

R 6予算額： 5 . 6億円
※内閣府予算計上

PR動画は
こちら→



特定地域づくり事業協同組合 認定状況

98組合（36道府県101市町村）
【北海道】
名寄市 初山別村
石狩市 中頓別町
下川町 遠軽町

【青森県】
南部町

【岩手県】
葛巻町
大槌町
岩泉町

【福島県】
喜多方市
只見町
西会津町
柳津町・三島町・昭和村
金山町
会津美里町
楢葉町

【山形県】
 小国町

【群馬県】
上野村
みなかみ町【埼玉県】

   小鹿野町
【山梨県】
早川町

【石川県】
  七尾市
  珠洲市
 穴水町

【島根県】
松江市 邑南町
浜田市 津和野町
大田市 海士町
安来市 西ノ島町
雲南市 知夫村
奥出雲町  隠岐の島町
飯南町  

【山口県】
  萩市

【徳島県】
  美馬市
  三好市
  勝浦町
  上勝町

【高知県】
東洋町
馬路村

【愛媛県】
  松野町

【鹿児島県】
西之表市
奄美市
錦江町
南種子町
伊仙町
和泊町・知名町
与論町

【佐賀県】
唐津市
武雄市
小城市
上峰町

【愛知県】
   設楽町

【富山県】
南砺市

【宮崎県】
日南市
都農町
諸塚村
椎葉村

【栃木県】
茂木町

【沖縄県】
宮古島市

※R6.4.1現在
（交付決定ベース）

【静岡県】
島田市

【岐阜県】
白川町

組 合 数

【岡山県】
新庄村

【京都府】
綾部市
京丹後市

【広島県】
東広島市
安芸太田町
神石高原町

【長崎県】
平戸市 五島市
対馬市 雲仙市
壱岐市

【奈良県】
   明日香村
   川上村

【鳥取県】
   若桜町
   智頭町 
   日野町

【長野県】
   生坂村
   小谷村

【熊本県】
山鹿市
天草市
五木村
あさぎり町

【兵庫県】
淡路市
香美町

【新潟県】
十日町市
妙高市
上越市
阿賀町

【秋田県】
 東成瀬村

【三重県】
  大紀町

【宮城県】
気仙沼市
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